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(57)【要約】
【課題】素子全体として高抵抗化することによって、出
力及び検出感度を増大することが可能な光伝導素子を提
供することである。
【解決手段】光伝導素子は、光を照射すると電磁波を発
生・検出し得る光伝導素子である。光が照射された際に
抵抗率が変化することにより電磁波を発生・検出し得る
半導体層１０１、１０２を有する光伝導層と、半導体層
と接して配された複数の電極１０３、１０４を備える。
半導体層１０１、１０２は、抵抗率が、電極が接する半
導体層の面と交わる厚さ方向に変化する。また、半導体
層１０１、１０２は、半導体層において第１の領域１０
１及びこの領域より厚さ方向に電極１０３、１０４から
離れた第２の領域１０２をとるとき、第１の領域１０１
での抵抗率が第２の領域１０２での抵抗率より大きい。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
光を照射すると電磁波を発生・検出し得る光伝導素子であって、
光が照射された際に抵抗率が変化することにより電磁波を発生・検出し得る半導体層を有
する光伝導層と、
前記半導体層と接して配された複数の電極を備え、
前記半導体層は、
抵抗率が、前記電極が接する前記半導体層の面と交わる方向に変化し、且つ、
前記半導体層において第１の領域及び前記第１の領域より前記交わる方向に前記電極から
離れた第２の領域をとるとき、前記第１の領域での抵抗率が前記第２の領域での抵抗率よ
り大きいことを特徴とする光伝導素子。
【請求項２】
前記第１の領域での光吸収波長が、前記第２の領域での光吸収波長より短いことを特徴と
する請求項１に記載の光伝導素子。
【請求項３】
前記光の入射側から前記第１の領域、前記第２の領域をこの順に配することを特徴とする
請求項１または２に記載の光伝導素子。
【請求項４】
前記半導体層を構成する材料の組成、キャリア濃度、成長温度のうちの少なくとも１つが
ステップ状あるいはグレーデッドに分布していることを特徴とする請求項１乃至３の何れ
か１項に記載の光伝導素子。
【請求項５】
前記半導体層は半導体超格子構造を有し、前記半導体超格子構造の量子井戸の厚さや深さ
及びトンネル障壁の厚さや高さのうちの少なくとも１つがステップ状あるいはグレーデッ
ドに分布していることを特徴とする請求項１乃至３の何れか１項に記載の光伝導素子。
【請求項６】
前記電極は、介在する絶縁膜に開けたコンタクトホールの部分でだけ、前記半導体層と接
していることを特徴とする請求項１乃至５の何れか１項に記載の光伝導素子。
【請求項７】
請求項１から６の何れか１項に記載の光伝導素子と、前記光伝導素子を励起する光を照射
するための光照射手段と、を少なくとも備えたことを特徴とする電磁波発生・検出装置。
 
【請求項８】
電磁波発生装置と、電磁波検出装置と、前記電磁波発生装置と前記電磁波検出装置におけ
る電磁波発生時と電磁波検出時との間の遅延時間を調整するための調整手段を少なくとも
備え、前記調整手段により遅延時間を調整することで、発生している電磁波の時間波形を
サンプリングして取得する時間領域分光装置であって、
前記電磁波発生装置と前記電磁波検出装置の少なくとも一方を、請求項７に記載の電磁波
発生・検出装置を用いて構成したことを特徴とする時間領域分光装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、励起光の照射によって電磁波を発生・検出する光伝導素子及び電磁波発生・検
出装置（発生・検出は、発生と検出の少なくとも一方を行うことが可能なことを意味する
）に関する。
【背景技術】
【０００２】
ミリ波帯からテラヘルツ波帯まで（３０ＧＨｚ以上３０ＴＨｚ以下）の周波数帯域内にあ
る成分を含む電磁波（本明細書では、単にテラヘルツ波とも呼ぶ）は、以下の様な特徴を
持つ。第一に、Ｘ線の様に非金属物質を透過する。第二に、生体分子や医薬品などに固有
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の吸収スペクトルがこの周波数帯に多数存在する。第三に、多くのイメージング用途に必
要な空間分解能を有する。以上の特徴から、テラヘルツ波の応用分野として、物質内部の
分光分析技術、Ｘ線に代わる安全な透視イメージング装置、生体分子や医薬品の解析技術
などが開発されている。
【０００３】
テラヘルツ波の発生及び検出の方法として、さまざまな方法があるが、広く用いられてい
る方法は、光伝導素子を用いる方法である（特許文献１参照）。光伝導素子は、移動度が
比較的大きくてキャリア寿命がピコ秒以下という特殊な半導体と、その上に設けられた二
つの電極とで構成される。電極間に電圧を印加した状態で電極間のギャップに光照射を行
うと、ピコ秒オーダーの電流が電極間を流れ、テラヘルツ波が放射される。反対に、電極
間に電圧を印加せずに電極間のギャップに光照射を行うと、テラヘルツ波の作る瞬時電界
がサンプリングされて、電流として検知される。テラヘルツ波の出力及び検出感度を増大
する為には、上記の特殊な半導体（これを光伝導膜とも呼ぶ）の抵抗率が高い方が好まし
く、これを解決する為の光伝導素子が特許文献１に開示されている。図７に示すこの光伝
導素子は、InP基板１１、InGaAsによる光伝導膜１２、電極１３、１４とで構成される。I
nGaAs１２はFeイオンが注入され、抵抗率を上昇させた光伝導膜が形成されている。光伝
導膜１２には電源２によって電圧が印加されており、図示しないレーザ装置などから幅が
フェムト秒の短いパルス光３（波長約１．５μｍ）を照射すると、電極１３、１４を兼ね
たアンテナからテラヘルツ波４が放射される。 
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００６－０８６２２７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
しかしながら、従来の光伝導素子における光伝導層の高抵抗率化には限界があった。この
限界は、使用する半導体材料のバンドギャップで概ね決定され、バンドキャップが小さい
ほど熱励起キャリアが増加し、高抵抗率化が難しいことに起因する。ゆえに、１．０μｍ
帯や１．５μｍ帯などのファイバーレーザの波長領域（比較的小さなバンドギャップに対
応する波長領域）に対応する光伝導素子の出力及び検出感度の増大には、材料に依存する
限界があった。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
上記課題に鑑み、本発明の光伝導素子は、光を照射すると電磁波を発生・検出し得る光伝
導素子であって、光が照射された際に抵抗率が変化することにより電磁波を発生・検出し
得る半導体層を有する光伝導層と、前記半導体層と接して配された複数の電極を備える。
前記半導体層は、抵抗率（単位体積あたりの抵抗）が、前記電極が接する前記半導体層の
面と交わる方向に変化する。また、前記半導体層は、前記半導体層において第１の領域及
び前記第１の領域より前記交わる方向に前記電極から離れた第２の領域をとるとき、前記
第１の領域での抵抗率が前記第２の領域での抵抗率より大きい。
【発明の効果】
【０００７】
本発明によれば、光伝導層をなす半導体層の抵抗率が、複数の電極が接する半導体層の面
と交わる方向（厚みの方向で、通常は垂直な方向）に変化する。更に、光伝導層をなす半
導体層の電極から第１の厚みの領域での抵抗率が、第１の厚みより大きな第２の厚みの領
域での抵抗率より大きい。このため、電極からの電流は、第１の厚みの領域に集中せず、
素子全体として高抵抗化される。よって、出力及び検出感度が増大した光伝導素子を提供
することができる。また、第１の厚みの領域での光吸収波長が、第２の厚みの領域での光
吸収波長より短い構成にすることが容易にできる。ゆえに、励起光を効率良く吸収し、光
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伝導素子として出力及び検出感度を増大することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】実施形態１に係る光伝導素子の構成を示す断面図。
【図２】実施形態１の等価回路エレメントの対応を示す図。
【図３】実施形態２に係る光伝導素子の構成を示す断面図。
【図４】実施例１に係る電磁波発生・検出装置及び光伝導素子の構成を示す図。
【図５】実施例２に係る電磁波発生・検出装置及び光伝導素子の構成を示す図。
【図６】電磁波発生・検出装置を用いたテラヘルツ時間領域分光システムの模式図。
【図７】従来の光伝導素子の構成を示す斜視図。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
本発明の光伝導素子において重要なことは、光伝導層をなす半導体層の抵抗率が、次の条
件を満たすことである。まず、複数の電極が接する半導体層の面と交わる方向に抵抗率が
変化することである。更に、半導体層において任意に第１の領域及びこの領域より前記交
わる方向に電極から離れた第２の領域をとるとき、第１の領域での抵抗率が第２の領域で
の抵抗率より大きいことである。この領域は、巨視的なスケール（半導体においては、例
えば１００nm程度以上）の厚さを前記交わる方向に持つ領域であり、抵抗率はそこでの平
均的な抵抗率を指す。
【００１０】
典型的な実施形態では、抵抗率及び吸収波長が異なる二つ以上の半導体層を用いて、素子
全体としては効果的に素子抵抗が高くなるように電極を配置する。つまり、電極に近い第
１の厚みの領域に高抵抗率の半導体層、電極から遠い第２の厚みの領域にこれよりも抵抗
率が低い半導体層を配置する。また、光吸収時もこの関係が満たされるように励起光の波
長成分を分割し、第１の厚みの領域に励起光の短波長成分を光吸収する半導体層、第２の
厚みの領域にこれよりも波長の長い長波長成分を光吸収する半導体層をこの順に配置する
。光入射側からこの順で配置すると、励起光を効率良く吸収することもできる。光伝導層
は、ポンプ光やプローブ光が照射されると、光伝導層の抵抗率が変化し、その際の光スイ
ッチングに基づいて電磁波を発生・検出する機能を有している。当然、光伝導層を構成し
ている半導体層自体の抵抗率も変化している。
【００１１】
以下、図を用いて本発明の実施形態ないし実施例を説明する。
（実施形態１）
実施形態１に係る光伝導素子について、図１、図２を用いて説明する。図１は、本実施形
態に係る光伝導素子の断面図、図２は、素子構成と等価回路エレメントの対応を示す図で
ある。
【００１２】
本実施形態の光伝導素子は、光伝導膜となる半導体層１０１、１０２のスタック及び半導
体層１０１と接した二電極１０３、１０４を含む。半導体層１０１は、比較的高抵抗率の
半導体で構成され、例えばバンドギャップは比較的大きい材料を用いる。これと比較して
半導体層１０２は比較的低抵抗率の半導体から構成され、例えばバンドギャップの比較的
小さい材料を用いる。二電極１０３、１０４の接する半導体層の面からみた上記構造の等
価回路は図２（ａ）のように表すことができる。すなわち、電極から第一の厚み２０１ま
での抵抗率を積分した抵抗がR101（半導体層１０１の抵抗）、第一の厚み２０１から第二
の厚み２０２までの抵抗率を積分した抵抗がR102（半導体層１０２の抵抗）である。また
、電極１０３、１０４からの距離に比例する垂直方向の抵抗がRvである。抵抗R101の値は
抵抗R102の値より大きいため、二電極１０３、１０４間の電流は、抵抗R101に集中せず、
抵抗R102にも流れる。その配分は、垂直方向の抵抗Rvを含めると、R101と（R102＋2Rv） 
の値の比で決定される。好ましくは、電極１０３、１０４と半導体１０１との接触面積を
小さくすることで抵抗Rvを大きく設計し、R101と（R102＋2Rv）の値が同じオーダーとな
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るように構成するとよい。このような構成（R101＝R102＋2Rv）にすると、２層に同程度
の電流が流れることによって、２層で電磁波を発生・検出する効果が顕著化することが期
待される。いずれにせよ、半導体層１０１が半導体１０２と同一材料の場合（従来の同じ
厚さの光伝導素子の典型的な構成）と比較すれば本実施形態の素子抵抗は高くなる。
【００１３】
本実施形態では、上記構成により、半導体層１０１、１０２は、抵抗率が、電極が接する
半導体層の面と交わる方向に変化している。そして、半導体層において任意に第１の領域
（例えば半導体層１０１）及びこの領域より厚さ方向に電極から離れた第２の領域（例え
ば半導体層１０２）をとるとき、第１の領域１０１での抵抗率が第２の領域１０２での抵
抗率より大きいように形成されている。
【００１４】
本実施形態の光伝導素子は電磁波パルスを発生・検出するための素子であって、通常、短
パルス光を用いて励起する。短パルス光の励起光のスペクトルには幅広い波長成分が存在
する。励起光スペクトルと半導体層１０１、１０２の吸収スペクトル（吸収係数α101、
α102の波長依存性のこと）の関係を図２（ｂ）に表す。バンドギャップの大きな半導体
層１０１はそのうちの短波長成分を主に吸収し、バンドギャップの小さな半導体層１０２
は主に長波長成分を吸収することになる。つまり、半導体層１０１での光吸収波長が、半
導体層１０２での光吸収波長より短くなっている。それゆえ、光キャリアの数は半導体層
１０１、１０２のどちらかに偏ることはなく、したがって、光吸収時においても素子抵抗
は高くなる。さらに、励起光の入射側は二電極１０３、１０４の側が望ましい。この構成
では、励起光は半導体層１０１、半導体層１０２の順に伝搬する。半導体層１０１は励起
光スペクトルの長波長成分を通過させ短波長成分のみを吸収することができる。半導体層
１０２は、通過した長波長成分を吸収することができる。こうすることで、効率良く光吸
収させることもできる。もちろん、半導体層１０１、１０２は、当業者によく知られるよ
うに、光伝導膜として移動度が比較的大きくてキャリア寿命がピコ秒以下となるように低
温成長させたものを用いてもよい。
【００１５】
本実施形態では光伝導膜として半導体層二層を用いているが、もちろんこれに限ることは
なく、三層でもよいし、一般に複数層で構成してよい。さらには、光伝導膜の厚み方向の
物性（本実施形態では抵抗率、バンドギャップのこと）をステップ状に分布させる構成だ
けに限ることもなく、グレーデッドに分布させる構成でもよい。そのための手段として、
本実施形態のように組成の異なる半導体層１０１、１０２としてもよいし、ドープ濃度の
異なる（つまりキャリア濃度の異なる）半導体層１０１、１０２としてもよい。あるいは
成長温度が異なる半導体層１０１、１０２としてもよい。例えば、１００℃から５００℃
の間で、成長温度（または成長後のアニール温度）が低いと抵抗率が降下する傾向が知ら
れている為、この場合であれば、成長温度５００℃による半導体層１０１と成長温度２０
０℃による半導体層１０２のように構成してもよい。なお、本実施形態や後述の例では、
半導体層の厚さ方向の各領域の横方向の特性は均一に形成されているが、必ずしもそうで
なくてもよい。半導体層の抵抗率は、二電極間に電圧を印加した時の電気力線と交わる方
向に変化している様な構成でもよく、この場合、半導体層の横方向の特性は不均一になる
。つまり、電極間の部分における抵抗率が最も高く、この部分から横方向に抵抗率が変化
する構成も考えられる。
【００１６】
（実施形態２）
実施形態２に係る光伝導素子について、図３を用いて説明する。図３は、本実施形態に係
る光伝導素子の断面図であって、実施形態１の変形例を示している。本実施形態が実施形
態１と異なるのは、光伝導膜の構成である。本実施形態では半導体超格子３０１、３０２
を用いる。その他、電極３０３、３０４は、実施形態１と同様である。
【００１７】
半導体超格子構造は、数nm程度の厚さの量子井戸とトンネル障壁の組を繰り返した人工材
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料として知られ、キャリアの有効的なバンドギャップや横方向の巨視的な抵抗率をコント
ロールすることができる。有効バンドギャップは、伝導帯における電子のミニバンド下端
から価電子帯における正孔のミニバンド上端までのエネルギー差によって評価することが
できる。通常、薄い量子井戸または厚いトンネル障壁を用いる場合、有効的なバンドギャ
ップは大きくなる。この詳細は当業者によく知られた半導体超格子構造のクローニッヒ・
ペニーモデルにより説明される。半導体超格子の横方向の抵抗率に関しては、トンネル障
壁におけるキャリアの存在確率が低いため、厚いトンネル障壁を用いる場合、巨視的には
抵抗率は高くなる。それゆえ、本実施形態では、半導体層３０１には薄い量子井戸と厚い
トンネル障壁による半導体超格子層、半導体層３０２にはこれよりも厚い量子井戸と薄い
トンネル障壁による半導体超格子層を用いる。
【００１８】
本実施形態の半導体超格子構造は、通常のよく知られたものでよく、例えば、GaAs/AlGaA
s、 InGaAs/InAlAsのような半導体ヘテロ接合を用いればよい。ただし、半導体超格子層
３０１、３０２は、光伝導膜として移動度が比較的大きくてキャリア寿命がピコ秒以下と
なるように低温成長させたものを用いてもよい。本実施形態では、光伝導膜として半導体
超格子構造二組を用いているが、もちろんこれに限ることはなく、三組でもよいし、一般
に複数組で構成してよい。さらには、光伝導膜の厚み方向の構造（本実施形態では量子井
戸の厚さや深さ及びトンネル障壁の厚さや高さのうちの少なくとも１つ）のステップ状に
変化させる構成だけに限ることもなく、グレーデッドに変化させる構成でもよい。
【００１９】
更に具体的な光伝導素子について、以下の実施例で説明する。
（実施例１）
実施形態１に対応するより具体的な実施例１を説明する。本実施例に係る電磁波発生・検
出装置について、図４を用いて説明する。図４（ａ）は、本実施例に係る電磁波発生・検
出装置及び光伝導素子の構成を表す断面図である。図４（ｂ）は、光伝導素子の構成を表
す上面図である。
【００２０】
本実施例において、光伝導膜は、LT-InGaAsP層４０１、LT-InGaAs層４０２によって構成
する。これらは、半絶縁性InP基板４１上に結晶成長して作製する。LT-の接頭語は結晶成
長の際、低温成長法を用いるという意味である。例えば、MBE（分子線エピタキシー）法
を用いて２５０℃程度の温度で結晶成長する。LT-InGaAsP層４０１は１．５μmに対応す
るバンドギャップを持ち、LT-InGaAs層４０２は１．６７μmに対応するバンドギャップを
持つ。一例としての本実施例では、それぞれの厚さは１μmである。半導体層４０１上に
設けた電極４０３、４０４はアンテナでもあって、本実施例では、電極４０３、４０４が
ダイポールアンテナの形になっている。アンテナ形状としては、ダイポールアンテナ、ボ
ウタイアンテナなどがよく知られている。テラヘルツ波の放射パターンは、基板４１にア
ンテナが貼り付いている形となっているため、誘電率の高い方に、つまり基板４１側が大
きい。
【００２１】
本実施例の光伝導素子４００の励起には、幅が数十フェムト秒の短パルス光４１１を発振
する１．５μｍ帯ファイバーレーザ装置４１０を用いる。励起光４１１は、アンテナ４０
３、４０４のギャップ部へ照射し、半導体層４０１、半導体４０２を順に伝搬する。LT-I
nGaAsP層４０１はそのうちの１．５μｍ付近を吸収し、LT-InGaAs層４０２はそのうちの
１．６７μm付近を吸収し、テラヘルツ波を発生あるいは検出する。発生用では、電極４
０３、４０４の両極に不図示の電源などによって電圧をかけておくとよい。励起光４１１
の光吸収時にピコ秒程度の寿命を持つキャリアが発生し、これが加速される。キャリアの
加速は電磁界を発生する。検出用では、電極４０３、４０４の両極に不図示の電流計を接
続する。検出したいテラヘルツ波電界と同時に励起光４１１が照射されると、励起光によ
る光キャリアによってサンプリングされたテラヘルツ電界（実質的にはDC電界）が、電流
を生成する。この電流を検出することで、テラヘルツ波が検出される。
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【００２２】
（実施例２）
実施形態２に対応するより具体的な実施例２を説明する。本実施例に係る電磁波発生・検
出装置について、図５を用いて説明する。図５（ａ）は、本実施例に係る電磁波発生・検
出装置及び光伝導素子の構成を表す断面図である。図５（ｂ）は、光伝導素子の構成を表
す上面図である。
【００２３】
本実施例において、光伝導膜は、LT-InGaAs/InAlAs半導体超格子層５０１、５０２によっ
て構成する。これらは、半絶縁性InP基板５１上に結晶成長して作製する。半導体超格子
層５０１は量子井戸６nm/トンネル障壁９nmの５０周期の繰り返し、半導体超格子層５０
２は量子井戸１２nm/トンネル障壁８nmの５０周期の繰り返しによって構成する。これに
より、半導体超格子層５０１における巨視的な抵抗率（Ｒ１０１相当）が半導体超格子層
５０２における巨視的な抵抗率（Ｒ１０２相当）より大きい光伝導膜を形成する。これら
は、励起光スペクトルにおける短波長側と、これより０．２eV程度長波長側とをそれぞれ
光吸収する。LT-InGaAsは、ベリリウム（Be）を不純物ドープしておいてもよい。Beはn型
キャリアを補償するためのドーピングとなるため、適切にドープ濃度をコントロールする
と（通常、１０１５～１０１８cm-3）、LT-InGaAs自身の抵抗率を高くすることができる
。
【００２４】
本実施例では、介在させた絶縁膜５０６に開けたコンタクトホール５０７の部分でだけ、
電極５０３、５０４が半導体層５０１と接している。コンタクトホールの直径ないし辺の
長さは、アンテナ５０３、５０４のギャップ部の間隔dと半導体膜５０２の厚さtの関数と
して2t2/d程度が好ましい。本実施例の光伝導素子では、ギャップ部の間隔５μｍ、コン
タクトホール径１μｍを用いる。こうすることにより、容易に上述の抵抗Rvを大きく設計
し、R101と（R102＋2Rv）の値を同じオーダーとすることができる。
【００２５】
本実施例の光伝導素子５００の励起にも、実施例１と同様の短パルス光４１１を発振する
１．５μｍ帯ファイバーレーザ装置４１０を用いる。テラヘルツ波の発生・検出方法も実
施例１と同様である。
【００２６】
（実施例３）
図６は、実施例３に係る電磁波発生装置を用いたテラヘルツ時間領域分光システム（ＴＨ
ｚ－ＴＤＳ）を示す。この様な分光システム自体は、従来から知られているものと基本的
に同じである。この分光システムは、励起光を照射するための光照射手段を成す短パルス
レーザ４１０と、ハーフミラー６１０と、光遅延系６２０と、光伝導素子（電磁波発生素
子）６００と、光伝導素子（電磁波検出素子）６４０とを主要な要素として備える。本実
施例において、電磁波発生・検出素子６００、６４０としては、１．５μｍ帯に対応した
実施例１の光伝導素子４００を用いてもよい。ポンプ光６１１（超短パルス光４１１）、
プローブ光６１２は、それぞれ電磁波発生素子６００と電磁波検出素子６４０を照射する
。電圧源６３０で電圧が印加されている電磁波発生素子６００から発生したテラヘルツ波
は、テラヘルツガイド６１３、６１５によって検体６５０に導かれる。検体６５０の吸収
スペクトルなどの情報を含むテラヘルツ波は、テラヘルツガイド６１４、６１６によって
導かれて電磁波検出素子６４０で検出される。このとき、電流計６６０の検出電流の値は
、テラヘルツ波の振幅に比例する。時間分解を行う（つまり電磁波の時間波形を取得する
）には、プローブ光６１２側の光路長を変化させる光遅延系６２０を動かすなど、ポンプ
光とプローブ光との照射タイミングを制御すればよい。すなわち、電磁波発生素子６００
における電磁波発生時と電磁波検出素子６６０における電磁波検出時との間の遅延時間を
調整する。この様に、ここでの時間領域分光装置は、電磁波発生素子を含む電磁波発生装
置と、電磁波検出素子を含む電磁波検出装置と、電磁波発生装置と電磁波検出装置におけ
る電磁波発生時と電磁波検出時との間の遅延時間を調整するための調整手段を少なくとも
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備える。そして、調整手段により遅延時間を調整することで、発生している電磁波の時間
波形をサンプリングの原理により取得する。本構成において、電磁波発生装置と電磁波検
出装置の少なくとも一方を、本発明による電磁波発生・検出装置を用いて構成することが
できる。
【符号の説明】
【００２７】
１０１・・・半導体層（光吸収波長が短い高抵抗率の半導体層）、１０２・・・半導体層
（光吸収波長が長い低抵抗率の半導体層）、１０３、１０４・・・複数の電極

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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